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1959年 北海道岩見沢市に生まれる 
札幌市立新琴似北中学校 卒業 
北海道札幌北高等学校 卒業 
北海道大学(北大)法学部 卒業 
平成元年 弁護士登録 
平成 5年 前田尚一法律事務所 開設 
 

・札幌鉄道病院 倫理委員会・臨床研究審査委員会各委員 
・財団法人北海道暴力追放センター 元・暴力相談委員 
・北海道大学法科大学院（ロースクール） 元・実務家教員（平 16～18）  
 

現在、ＴＶ番組『のりゆきのトーク DE 北海道』（uhb フジテレビ系）に準レギュラーとして出演しているほ
か、WEB専門ニュースサイト『BNN』で “弁護士Ｍの法律小咄” を担当している。 
 

 

『法律』は、弱い立場にあるからといって味方をして

くれる訳ではありません。 
『法律』は、“ 法律を知っている者に味方する！！”
ものだというのが、私の実感です｡ 
自分を弱者であるとか、被害者であると頑固に言い続け

るだけでは、望んだ結果を導けるものではありませ

ん。 
 
そして、私は、『弁護士』の仕事は、“クライアント(依
頼者)との協働作業”である、 
と考えています。 

 
ですから、 『法律問題』の処理・解決は、 
“クライアントと弁護士がうまく協働すればするほど良い方向に向かう”、とい

うことが、私が経験から得た確信です。 
 
そのために、『法律問題』に対応するにあたっては、まず、依頼された案件について、 
“本当の解決は何か”を、依頼者ごとに、案件ごとに、解明していくことから

始めなければならない、と考えています。 
 
法律による解決といっても、手法は一律ではありません。 
 
例えば、「離婚したい」といっても、 
あなたが、解決しようとしている最終目的は何なのか、 
新たな生活をするために離婚すること自体が問題なのか、 

 



それとも、離婚後の生活を踏まえたお金の問題なのか、 
あるいはお子さんとどちらが一緒に暮らしていくということが問題なのか、 
その目的によって力の注ぎ方は変わるはずです。 
 
企業であれば、業界固有の慣行を確認することなどといったことも、決しておろそかにはで

きないことです。 
 
私は、依頼された『法律問題』が、 
個々の依頼者の活動・実生活の全体の中で持つ意味を分析して、依頼者にとっ

て何が本当の解決であるのかを解明し、 
解決のための「スキーム（計画・枠組み）」を組み立て、戦略的な観点から、

その『法律問題』と向き合っていきたいと考えています。 
 

実績・実例 
 

解決事例(判例集等に登載され、または、マスコミで報道された案件のみ)  

プライバシーの問題がありますので、判例集、判例雑誌に登載、または、新聞等マスコミで報道されたなど、一般

に公表された案件に限ってご紹介致します。  
 

交通事故（死亡事故） 

会社の代表者の死亡による逸失利益について現実の報酬を基礎として算定された事例 

（被害者を代理） 
保険会社の最終提示額 6,000 万円弱であった会社の代表者の死亡事故について、裁判を起こした結果、9,000 万円を超え

る手取額となった。会社役員の逸失利益は、その算定の基礎収入から利益配当部分を控除すべきであるとする裁判例が少

なくないが、判決は、現実の報酬額を基礎として算定された。（札幌地方裁判所平成 9年 1月 10日判決：「判例タイムズ」990号 228

頁） 

 

交通事故（傷害事故） 

近くの横断歩道を渡らなかった自転車につき、重大な過失ではないとし、将来の介護料を認めた事例

（被害者を代理） 

保険会社（自動車共済）のわずか54万円の残額支払提示に対し、裁判を起こした結果、2,300万円を超える支払を受けるこ

とができた事案             （札幌地方裁判所平成 9年 6月 27日判決：「自動車保険ジャーナル」1219号） 

 

名誉毀損 

「札幌市議菅井氏北海道新聞を名誉毀損で訴える」（ニューステロップ） 
（市議会議員を代理）                   （ＮＨＫネットワークニュース平成 8年 7月 8日放映、その他日刊紙） 

「前田尚一弁護士が道新記者を一喝 記者会見で「道新は書かなくてもいい」」（見出し） 

（市議会議員を代理）                                （人事エクスプレス平成 8年 7月 15日） 

「札幌市議の名誉毀損訴訟道新敗訴の判決」（見出し） 

（市議を代理）（読売新聞平成 11年 3月 2日朝刊その他の日刊紙） 

札幌市議がパチンコ店の出店工作をした旨の新聞記事について、名誉毀損による損害賠償として 200

万円を認容した事例   

名誉毀損に対する慰謝料 100万円というのが裁判例の相場であるといわれ、著しく低額であった時代に、本判決は、200 万

円を認容した。                          （札幌地方裁判所平成 11年 3月 1日判決：「判例タイムズ」1047号 215頁） 



会社の支配権・事業承継 

家業を法人化した際、先代が株式払込金を支出した場合において、長男・長女を実質的株主として株

式を取得させるため、その株式払込義務を代わって履行したものであるとして、長男・長女の株主権を

認めた事例  

閉鎖的な同族会社では、個々の家族構成間の利害関係を背景として、誰が株主なのか争いとなる場合があるが、本判決

は、先代が資金を出したにもかかわらず、長男の株主権を認めた。（札幌地方裁判所平成 9年 11月 6日判決：「判例タイムズ」1011

号 240頁） 

 

住民運動 

「札幌・円山葬儀場問題 住民監査請求」（ニューステロップ） 

（住民側を代理） 

市有地に民間の葬儀場建設されることについて、不明朗な点が見られたため、対抗手段として、住民監査請求を申立てた。

その後、住民訴訟に発展。（ＮＨＫ北海道ニュース平成 6年 8月 23日放映、その他の日刊紙）/p>  

「円山葬儀場 訴訟外で決着 反対派が業者へ建設断念和解金 9800 万円」（見出し） 

（住民側を代理） 

周辺住民が、市有地での民間葬儀場建設に反対し、業者との間で、札幌市交通局も巻き込んだ相次ぐ訴訟合戦に発展して

いた中、訴訟外で和解交渉が進められ、業者が建設を断念。           （読売新聞平成 7年 2月 16日朝刊その他の日刊紙） 

 

都市開発・土地区画整理 

仮換地指定がなされた従前地についてその占有者に対し明け渡しを認めた事例 

（土地区画整理組合を代理） 

土地区画整理事業の中で、別の土地に移転できる状態になったにもかかわらず、土地を占有し続ける旧所有者に対する民

事的手続による明渡が認められた。        （札幌地方裁判所平成 9年 6月 26日判決、札幌高等裁判所平成 9年 10月 31日判決 

 

法人組織 

公益法人から除名処分を受けた会員の仮の地位を定める仮処分申立てについて、被保全権利の疎明

がないとして却下された事例 

（公益法人を代理） 

公益法人での除名処分という類似先例のない珍しいケースについて、今後の同種事案の処理上参考になるとして紹介され

た。                                （札幌地方裁判所平成 11年 1月 26日決定：「判例タイムズ」1037号 248頁） 

 

談合 

「堀知事ら被告の農業土木談合訴訟 札幌地裁で初弁論」（見出し） 

（建設業者を代理）                （Yahoo!ニュース平成 13 年 3 月 2 日 日刊紙、ＴＶニュース） 

「道発注工事官製談合 業者に賠償命令」（見出し） 

（建設業者を代理） 

北海道の住民である原告らが、北海道Ａ支庁における農業土木工事において談合が行われていたとして、同工事の受注を

した 2会社と同工事の請負契約締結当時の北海道知事、北海道Ａ支庁長及び北海道農政部長に対し、地方自治法（平成

14年法律第 4号による改正前のもの）242 条の 2第 1項 4号に基づき、北海道（参加人）に代位して、損害の賠償を求めた

事案 

原告は、談合による道の損害額を「工事予定価格の総額の 10％に当たる 7850万円」と主張したが 

裁判所は、当方の主張・立証を容れ、判決で「総合的に考慮して 5％が相当」との判断を示した。 

（札幌地方裁判所平成平成 19 年 1 月 19 日判決：「裁判所ＷＥＢ」）（日本経済新聞平成 19 年 1 月 20 日ほか日刊紙、ＴＶニュース）  

 



不動産競売 

「道内唯一の演劇専用劇場 競売、年内閉鎖へ」（見出し） 

（新オーナーを代理）                     （北海道新聞平成 12 年 8 月 1 日朝刊） 

「札幌の演劇ホール『マリアテアトロ』 25 日の「舞台」最後に 15 年の歴史の幕」（見出し） 

（新オーナーを代理） 

不動産競売により取得した物件について、従来からの賃借人らとの法律問題を解決。 

（フロンティアタイムス平成 12 年 12 月 20 日） 

 

強制管理申立ての事案 

「大型飲食店ビル第5、第 6小笠原ビルのテナント賃料をめぐって延々と係争騒ぎ！札幌、東京の弁護

士携え、双方の主張真っ向から対立！」（見出し） 

（申立て側を代理） 

月額合計約 1000 万円のテナント賃料をめぐり、当時あまり利用されていなかった強制執行手続の一種である強制管理を申

立ててビルを占有していた不動産業者らと攻防。                   （（株）南北海道総研「ＮＥＷ現代函館」1995.1） 

 

知的財産権 

「ラージコアレス 特許係争が円満解決」（見出し） 

（製造販売業者を代理） 

芯なしトイレットペーパーについて、他の製造・販売メーカに対し、特許抵触の警告行った結果、クロスライセンス契約を結ぶ

ことによって円満解決が図られた。                                     （「紙業日日新聞」1996.4.12） 

 

ゴルフ会員権 

ゴルフ場使用について、特別ゲスト枠の廃止及び予約制度の導入がなされたことを理由とする会員か

らのゴルフ会員契約解除に基づく保証金等の返還請求が認容された事例 

（ゴルフクラブ会員を代理） 

本判決は、ゴルフ会員契約の解除を認め、保証金・預託金の返還請求を認容した。 

（札幌地方裁判所平成 10 年 1 月 29 日判決 ：「判例時報」1668 号 123 頁、「判例タイムズ」1014 号 217 頁） 

 

合併 

「ナラサキ石油と札通石油合併 価格競争に対応 道内小売り再編へ一石 経営効率化で生き残り」

（見出し） 

（存続会社側の法務を担当） 

価格競争を背景とした業界再編において、合併に関連する法務問題に対処。 

（北海道新聞平成 11 年 1 月 6 日朝刊 日本経済新聞 2 月 6 日） 
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